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令和６年６月 

建設業者工事説明会 

 

１ 令和６年度工事について 

 

１－１ 関係法令等の改正 

１ 再生資源利用（促進）計画の掲示 

  令和４年９月２日に公布された資源有効利用促進法省令の一部改正（令和５年１月１日施行）におい

て、再生資源利用（促進）計画を公衆の見えやすい場所に掲げることが義務付けられました。 

２ 建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識の掲示 

  工事名など記入する様式に変更となっております。 

３ 工事発注の平準化 

  建設業の働き方改革及び公共工事の品質確保を促進するため、４月から６月の工事稼働件数の向上に

努めております。令和５年度における平準化率は０．６９でした。県内では３位の好成績ですが、令和

４年度より数値は下がってしまいました。 

   ※平準化率＝４月～６月の平均稼働件数／年度の月平均稼働件数 

    稼働件数：当該月に工期が含まれる工事の件数 

４ 適正な工期設定について 

  令和２年１０月に建設工事の著しく短い工期での契約を発注者が禁じる規定を盛り込んだ改正建設業

法が施行されました。建設業は令和６年より罰則付き時間外労働の規制が適用されるため、労働者の労

働環境改善に向けて、令和４年４月１８日以降公告案件の工事は、工期設定の根拠を特記仕様書（工期

設定条件）に明示しております。 

５ 墜落制止用器具について 

  令和４年１月２日から墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用することが原則となりました。 

  高さが２ｍ以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうち 

フルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務を行う労働者は、安全衛生特別教育が必要です。 

６ 下請代金支払について 

  下請代金の支払いをできるかぎり現金払いとすること。手形払いの場合は、現金化にかかる手数料を

下請事業者の負担としないこと。また、手形期間を６０日以内とすること。 

７ 配置技術者の専任・兼任の取扱いについて 

 (1) 監理技術者の専任義務の緩和（令和２年１０月１日施行） 

   工事毎に配置される監理技術者については、これまで専任配置が必要とされていましたが、監理技

術者の専任義務が緩和され、複数現場の兼務が容認されることとなりました。複数現場を兼務する場
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合の監理技術者（特例監理技術者）を配置する場合は、これを補佐する技術者（監理技術者補佐）の専

任配置が必要となります。監理技術者が兼任できる工事現場の数は２となります。 

  【碧南市建設工事施行事務取扱要領（様式）様式第２７号（第２１条関係）改正】 

 (2) 現場代理人の兼務 

   碧南市工事請負契約約款第１０条第２項に定められた現場代理人の常駐の規定を緩和する運用につ

きましては、下記のとおりです。兼務できる工事の数は２件になります。 

  ア 兼務する工事が碧南市の発注であること。 

  イ 兼務する工事の請負金額（税込み）の総額が4,000万円（建築一式工事の場合は、8,000万円）未

満であること。 

  ウ 契約金額が4,000万円以上（建築一式工事の場合は、8,000万円以上）の建設工事の主任技術者で

ない事。 

  【碧南市建設工事施行事務取扱要領第２１条第２項改正】 

 (3) 主任技術者の兼任 

   請負金額4,000万円（建築一式工事は、8,000万円）未満の工事の主任技術者は、工事本数の制限無

しで、主任技術者の兼任を可とします。 

   ただし、落札者決定後に主任技術者（監理技術者）の変更は原則として認めないため、事後審査資料

提出前に、それぞれの工事担当課の承認を得た上で兼任を可とします。 

 (4) 営業所の専任技術者の兼任 

   請負金額4,000万円（建築一式工事は、8,000万円）未満の工事の主任技術者は、工事内容、工程等

を考慮し、工事本数の制限無しで兼務可とする。ただし、事後審査時に、営業所の専任技術者の兼務届

を各工事担当課へ提出した上で可とします。 

   尚、営業所の専任技術者は、現場代理人との兼務は不可です。 

８ 道路使用の提出について 

  令和６年度より道路管理者（土木港湾課）発注工事を除き、道路を占有する施工業者にて道路使用を作

成、提出していただきます。監督員と交通処理について協議をしたうえで作成してください。 

 

１－２ 入札制度について 

１ 碧南市完全週休２日制・週休２日制工事試行要領（令和５年３月２７日施行） 

  建設業の労働環境改善に向けた意識向上を図るとともに、建設業の完全週休２日への普及に向けた取

組として、令和４年度工事より完全週休２日制工事（受注者希望型）を試行しています。令和６年度か

ら条件に合う工事は公告文に記載しています。達成に伴い経費の上乗せや総合評価に加点されるなどメ

リットがあります。 

２ 碧南市入札審査委員会入札事務執行要領の改正について 
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  別表３業種別参加資格者基準点表（令和６年４月１日施行） 

   実績が必要な工事を３００万円から５００万円に変更しました。 

３ 碧南市入札参加資格者名簿について（令和４年６月１日施行） 

  市内格付を廃止するため、総合数値及び格付を削除し、工事の施工成績点数による加点及び減点のみ

の記載に変更しました。 

４ 碧南市建設工事入札参加資格総合数値算定要領の制定について（令和４年６月１日施行） 

  最新の総合数値（経審点に工事の施工成績による加点減点を加えた数値）が、入札参加資格基準を満た

しているか審査を行います。落札候補者決定後の事後審査において、落札候補者は最新の経営事項審査

の通知書を提出してください。 

５ 分割工事における諸経費調整の取り扱いの変更について 

  令和６年４月１日公告案件より、追加発注工事（随意契約）以外は、原則、諸経費調整を行わない事に

変更しました。 

６ 各種要領の改正について（令和６年４月１日施行） 

 (1) 碧南市建設工事施行事務取扱要領 

 (2) 碧南市設計等業務委託施行事務取扱要領 

 (3) 碧南市工事監督要領 

 (4) 碧南市入札審査委員会入札事務執行要領 

 (5) 碧南市電子入札実施要領 

 (6) 碧南市建設工事総合評価落札方式入札取扱要領 

 (7) 碧南市の事後審査による一般競争入札事務要領 

 (8) 碧南市建設工事設計変更事務取扱要領 

   ホームページを確認し、最新の様式で提出するようにしてください。 

７ 情報共有システムの活用について 

  令和４年度工事から（公財）愛知県都市整備協会が運営している情報共有システムを試行しています。

尚、対象工事は、特記仕様書に情報共有システムの試行対象工事である旨、記載します。令和６年度から

原則すべての工事に拡大しています。工事チェックリストにて提出書類が電子か紙の区分を表示してい

ます。 

 

１－３ 入札制度の補足、取扱い 

１ 現場代理人の資格について 

  請負者との直接的な雇用関係がある者と配置しなければならないとされており、恒常的な雇用関係

は、求められていないため、雇用期間の制限はありません。 

  【土木工事標準仕様書（主任技術者（監理技術者）及び現場代理人）】 
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２ 配置予定技術者に求められる、恒常的な雇用期間について 

  入札の申込があった日以前に３ヶ月以上の雇用関係が必要です。 

  【土木工事現場必携「施工体制の適正化に向けての現場点検の手引き(案)第11版」】 

３ 条件付一般競争入札の入札参加資格確認の基準日について（運用の確認） 

  条件付一般競争入札の入札参加資格確認の基準日は、入札参加申込書の提出期限の日とします。 

４ 入札参加時における配置予定技術者の審査基準日について 

 (1) 条件付一般競争入札（事後審査型）の場合 

   条件付一般競争入札（事後審査型）の落札候補者となった場合、当該工事の配置予定の技術者※１は

当該工事の契約日前において、配置することが確実な技術者※２としてください。 

   ※１ 監理技術者、主任技術者をいう。 

   ※２ 当該工事に配置する予定の技術者が、当該工事とは別の公共工事の技術者として配置してい

る場合、その工事の完了届が発注者に受理された日をもって、工事完了とみなし、以後技術者と

しての配置はないものとみなす。 

 (2)  条件付一般競争入札（総合評価落札方式）の場合 

   条件付一般競争入札（総合評価落札方式）に参加する場合、施工現場の配置技術者調書（別紙３）

に記載する配置技術者は、条件付一般競争入札参加申請書の提出期間の末日において、配置でき得る

技術者※３としてください。 

   ※３ 当該工事に配置する予定の技術者が、当該工事とは別の公共工事の技術者として配置してい

る場合、その工事の完了届が発注者に受理された日をもって、工事完了とみなし、以後技術者

としての配置はないものとみなす。 

５ 入札にかかる辞退について 

 (1) 入札参加申し込み後の辞退(=入札の辞退) 

   入札参加申込後、入札を辞退する場合は、あいち電子調達システム上で辞退の理由を付して、所定

の手続きをしてください。【碧南市電子入札施行要領第１２条】 

   しかし、過去には入札辞退の手続きを怠る方が、見受けられました。 

    

 (2) 開札後の辞退 

  ア 落札候補者としての辞退(=事後審査期間での辞退) 

   (ｱ) 同日複数開札において、同一業者が複数の落札候補者になった場合、入札方式の別（取り抜け

方式、抽選均等法式、あるいはそれら以外）に関わらず、複数の落札候補案件のうち、請負金額の

安いものから落札候補資格を辞退することは、罰則等の適用は無く、可能です。尚、辞退する案件

＜理由の例＞  
・積算の結果、当社の実行予算に見合わないため。 
・入札申込み後、本工事に配置予定の技術者が、他の工事に従事することとなったため。 
・当社の施工体制では、工期内に完了する目処が立たないことがわかったため。 
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は、工事を対象とします。 

     

   (ｲ) 入札者が入札した案件のうち、同日開札案件の請負金額の最高額案件の落札候補者となった場

合に、その資格を辞退すると、罰則が適用されます。 

  イ 落札者としての辞退(=落札者決定後の辞退) 

   入札参加資格の事後審査を経て、落札者として決定された後に、契約を辞退する場合は、理由の如何

を問わず、罰則等が適用されます。 

 ６ 入札スケジュールについて 

   令和６年７月より、公告日が月曜日から火曜日に変更となります。また、契約日も月曜日から火曜日          

に変更になりますので、注意してください。 

 

１－４ 電子入札についての注意事項 

１ 添付書類の添付間違いについて 

  あいち電子調達システムの入札手続きでは、碧南市電子入札実施要領に基づき、取り扱います。入札

の無効にならないよう添付の際は、十分注意してください。 

   

２ 設計内訳書の記載内容について 

  内訳書は自社の実行予算を明記するという観点で、「直接工事費」は一式からの記載とせず、本工事内

訳書に概ね即した工種ごとの自社施工工事費を記載してください。 

３ 総合数値（法に規定する開札日に有効な総合評定値に主観点を加えたもの）について 

  入札参加資格の内、自社の総合数値について、最新の経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知

書を、確認してください。尚、経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の有効期限は１年７ヶ月

となっています。有効期限が切れている場合は、契約の締結ができませんのでご注意ください。 

１－５ 工事施工管理について 

１ 発注者による施工体制の点検義務 

  公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第 16 条により、施工体制台帳の点検等を行な

＜補足＞ 
上の(ｱ)の場合、落札候補者辞退届（市のHPに掲示中）に辞退理由を記入し、速やかに

提出してください。市は、落札候補者辞退届の受理後、次順位の落札候補者に対して、契
約に向けて事務を進めます。 
また、上の(ｱ)の場合、落札候補者が落札候補資格を辞退することにより、契約者がい

なくなる場合でも罰則の適用はしません。市は再度の入札準備を行います。 

＜例＞・入札参加申込書を添付すべきところを、誤って内訳書を添付した。→申込書受付締切日時までに再
提出の申し入れがあった場
合、再提出が認められる事
があります。 

・内訳書を添付すべきところを、誤って入札参加申込書を添付した。→入札の無効 
・内訳書を添付し忘れた。                   →入札の無効 

   ・内訳書の金額と入札金額が違う。               →入札の無効 
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うことが発注者には義務付けられています。 

   

２ 一括下請負の禁止 

   

３ 法定福利費の確認 

  下請業者との契約書に法定福利費が適切に計上されている事を確認するため、健康保険、厚生年金保

険、雇用保険の保険料を明示した請負代金内訳書を確認してください。 

４ 公共工事請負業者の福利厚生制度の確認 

  公共工事の請負金額が適正に労働者に配分され、建設業従事者の職の安定（身分の保障）に寄与して

いるかどうかを確認するものです。 

５ 指示・協議等の方法 

  発注者との協議・指示は些細な事柄でも必ず文書（工事打合せ簿）を取り交してください。 

６ 安全パトロール・施工体制点検について 

  工事監督要領に監督員の３人体制（専任・主任・総括）について明記したことに伴い、適切な施工が

行われているかどうかの点検を各監督員により行います。点検の際は、聞き取りや書類の提出にご協力

ください。 

７ 交通誘導警備員について 

  交通誘導警備員のうち１人は、有資格者（交通誘導警備教業務１級または２級検定合格者）の配置が

必要です。警備業法の規定に基づき愛知県公安委員会が道路における危険を防止するため、必要と認め

た指定路線で行う交通誘導警備業務を除き、有資格者が配置できない場合は、監督員の承諾を得て交通

の誘導・整理の実務経験３年以上の者を配置が必要です。尚、自家警備は認められません。 

 

１－６ 工事検査事務について 

１ 受験体制 

  検査当日は検査がスムーズに行える人員と検査用図面（出来形図等）を用意するよう、監督員と調整

＜参考＞施工体制台帳の添付書類「一次下請負契約書（注文請書等を含む）の確認項目」 
【土木工事現場必携より抜粋】 

ア 注文者名（元請業者）と請負人名（一次下請業者） 
イ 工事内容 

(ｱ)工事内容が明記されていることの確認（一式工事は不可） 
(ｲ)単価に材料費及び機械経費が含まれているか否かの確認 

ウ 請負代金の額 
エ 工事着手の時期及び工事完成の時期 
オ 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及

び方法 

＜建設業法＞第二十二条 
１ 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請
け負わせてはならない。 

２ 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならな
い。 
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してください。 

  原則、市役所にて書類検査を実施します。受験体制は請負者にて用意していただきますので、パソコ

ン、モニターのセッティングをし、指示された書類がすぐ出せるようデータの表示準備をし、開始時間

に間に合うようにしてください。 

２ 完了検査日の設定 

  完了届を受理した日から１４日以内に行います。 

  完了検査時に、軽微な補正を指示することが多々あります。道路使用許可期間を考慮し、工期内での

完了検査の実施を目指してください。 

３ 検査立会い者 

  請負者側の立会者は、契約者又は現場代理人若しくは主任技術者となっていますが、現場の状況につ

いて、検査監の質問に明確に答えられるようにしてください。 

４ 監督員による事前検査(下検査)実施のお願い 

  円滑な検査の実施のため、また、変更契約締結後の出来形不足防止のため、監督員と現場代理人等で事

前検査(下検査)をお願いします。 

５ 安全管理の活動記録の確認について 

  完了検査時にＫＹ活動や新規入場者教育、災害防止協議会の活動記録の確認をしますが、事前に提出

していただけますと当日の検査時間に余裕が生まれますので、検査前に提出できる場合は他の書類と同

時期の提出にご協力ください。 

 

１－７ 碧南市公契約条例について 

 碧南市公契約条例に基づき、受注者及び下請負者においては、条例第６条の規定により「労働環境報告

書」を契約担当課へ提出しなければなりません。 

 特定公契約の対象受注者は、契約締結後 7 日以内に労働環境報告書を提出してください。 

 長期継続契約等年度をまたぐ契約については、毎年度提出する必要がありますので、忘れずに提出して

ください。 

 産業廃棄物の収集運搬する会社なども対象になりますので、施工体制台帳の有無に限らず現場にて請負

者の代わりとなる作業をする会社には作成義務があることをご承知ください。 

１－８ 受注者への周知事項について  

１ 受注工事において、同一資材は１業者からの納入を基本とし、複数業者から納入する場合は、工事材料

使用承認願及びそれぞれの使用数量、使用箇所、管理方法を記載した工事打合せ簿を提出し、発注者の承

認を得てください。 

２ 工事残土を仮置きする場合は、他工事と混同しないようにし、受注工事ごとの搬出量が把握できるよ

うに伝票管理をしてください。 
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３ 建設副産物の搬出量を管理するため、台貫による計量書としてください。 

４ 「碧南市土木工事施工管理基準」に基づき適切な施工管理を行ってください。また該当する立会項目は

段階確認・施工状況把握報告書へ記載してください。 

５ 工事施工に伴い発生した事故等（他構造物の損傷含む）については、程度の大小に関わらず、必ず監督

員へ報告してください。 

６ 設計変更が生じた場合は、工事打合せ簿等により監督員とよく協議を行ってください。 

  監督員からの変更協議について、合意できない内容が含まれる場合は、その旨を回答するとともに、両

者の合意できる点を見つけるため、継続して協議を行ってください。 

  協議が整った場合は、協議開始日から１４日以内に設計変更協議書に署名押印してください。ただし、

変更に関する調査等に相当の時間を要する場合は、工事打合せ簿により協議開始日を通知します。 

 

１－９ お願い 

１ 発注見通しの有効活用のお願い 

  碧南市資産活用課のホームページで、予定価格が１３０万円以上の工事発注見通しを公表しておりま

す。発注見通しの工事概要欄、予算書や実施計画書から工事内容を把握し、配置技術者を計画的に配置

し、碧南市の事業の進捗にご協力いただきますようお願いいたします。 

 

２ 令和５年度工事について ～講評及び指摘事項～ 

２－１ 講評 

１ 令和５年度に実施した工事検査１１４件の工事成績については、６０点未満の低点数工事はありませ

んでした。良下（６０～６４点）０件、良中（６５～７４点）６８件、良上（７５～７９点）３７件であ

りました。各工種の点数分布については、工種別工事成績（別紙）のとおりで、８０点以上の優良工事

は、令和５年度が９件、令和４年度が８件、令和３年度が６件、令和２年度が９件でした。 

２ 令和５年度工事、事故も無く全般的に良好な工事が多く適切な施工管理に努めていただき感謝します。

地元の市民との大きなトラブルもなく、工期を意識した施工に心がけていただいており、６５点未満の

工事が無かったことは、工事の質が向上しているということと思います。 

３ 工事完了書類は、概ね適切に不足なく整理されておりましたが、工事検査官への提出が検査間際にな

り、十分な書類確認ができないまま検査に臨む事例がまだありますので、完了届提出日に全ての書類が

整えるように工程管理を行ってください。 

４ 完了検査に先立ち、監督員との下検査が実施されており、円滑な検査の実施に配慮いただけたことに

感謝します。引き続き、下検査の実施にご協力をお願いします。また、橋梁等に関しては検査官による事

前チェックにご協力いただきありがとうございます。 
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２－２ 土木工事全般に関する注意点、指摘事項 

１ 現場から土場までの伝票が出ない区間において、写真で明らかな過積載が見られた。全行程で過積載

とならないよう安全の意識を持つように。 

２ 垣根の脇を重機で作業する場合、排熱で枯れてしまうことがあるので、保護に努めること。 

３ 設計図書に定められた土留めは、設計通りに施工する事。飛び矢板で施工しないこと。 

４ 現場代理人は、現場に常駐し、第３者に対しても説明できるよう現場をよく把握しておくこと。 

５ 名前だけの現場代理人、主任技術者は評定で減点されるだけでなく、問題が起きた場合の責任を問わ

れる立場となります。任務を遂行できる人材を選任してください。 

６ 建設副産物や産業廃棄物を処理する事業所の看板、許可証を写真管理すること。 

７ 施工体制台帳は常に現場に置き、下請けの作業員が名簿に記載された人なのか確認を怠らないこと。 

８ 資材や残土等の置き場を設ける工事は、その置き場の管理状況が確認できる写真を撮影すること。 

９ 工事写真で工事看板の文字等が不明瞭な場合は、工事写真帳に別途補記すること。 

１０ 工事現場に掲示する「建設業の許可票」の主任技術者について、「有」「無」の表示ではなく、「専任」

「非専任」の表示とすること。 

１１ 舗装のサイドタックは舗装面のみでなく、構造物側面にも塗布するように。 

１２ 現場施工前に設計図書との不整合に対する協議は必ず行うこと。 

１３ 打合せすべき内容は現場代理人から監督員に連絡や報告を速やかに行うこと。 

１４ 工期内に完了検査ができるように、余裕を持った工程管理に努めること。 

１５ 産業廃棄物運搬の際には運搬車に産業廃棄物収集運搬車の表示を行うこと。また、運搬を委託する

場合は法に基づき産業廃棄物運搬許可業者へ行うこと。 

１６ 施工体制台帳の下請業者との契約書の諸経費に法定福利費が含まれている事が確認できること。 

１７ 交通整理員Ａが配置できない場合、３年以上の実務経験を有する交通整理員Ｂを１人以上配置する

こと。 

１８ 施工体制台帳の下請業者との契約書に記載される数量は、１式ではなく実数量を計上すること。 

１９ 伝票の紛失をしないよう、書類の整理整頓に心がけること。 

２０ 材料検収時のみでなく、現場作業に置いても資材の直置きで構造物を傷めないよう気を付けること。 

２１ 現場打ちの床盤の配筋確認を実施していなかったり、汚水管路の勾配を測量していなかったりした

ので、その工事の本質はなんなのか理解したうえで工事を進めていくこと。 

２２ 工事写真に別工事の写真が混ざっているなど、簡単なミスが多く感じた。社内で検査をしていれば

容易に解消できるはず。書類に関しても複数人でのチェックをされると良い。 

２３ アスファルト乳剤の材料承認について、有効期限が６０日なので注意すること。 

２４ コブリスについて、登録時にはチェックをしてください。年に数件、とんでもない金額が入力されて

いるものや、現場内利用の発生土について整合性が取れていないものがあります。 
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２－３ 建築工事、電気・機械設備工事全般に関する注意点、指摘事項 

１ 検査前の現場清掃を徹底すること。 

２ 工事関係者と十分打合せを実施し、余裕を持った工程管理を行うこと。 

３ 天井裏や埋設部、高所作業場所など検査当日に直接確認できない部分については、写真撮影を徹底す

ること。また、必要に応じ監督員に立会いを求めること。 

４ 写真撮影に際しては、その目的が達成できるように撮影すること。（暗い場所や逆光により、工事看板

や目的物が見えない写真が複数あった） 

５ 現場代理人は工事全体をしっかり管理すること。また会社として適切に現場管理ができる体制の構築

をお願いします。 

６ 施工計画書については、工事内容や施工方法を把握した上で提出し、施工管理すること。（施工計画書

の記載内容と現場施工方法が異なっていたり、不必要な計画が記載されていたりしていた） 

７ 産業廃棄物の積載状況・搬出先での写真撮影を行うこと 

８ 資器材については、破損がないように丁寧に取り扱うこと。 

９ 器具や露出配管などは、据付場所の状況を考慮し、見栄えも意識した施工をすること。 

１０ 検査指摘事項に対しては、速やかに対応すること。（現場の手直しや書類不備等による再提出など） 

１１ 石綿障害予防規則（石綿則）改正により、令和４年４月１日から床面積８０㎡以上の建築物の解体工

事、請負代金１００万円以上の建築物の改修工事等は、石綿等の使用の有無にかかわらず、あらかじめ電

子システムにより、事前調査結果の概要等を労働基準監督署長に報告すること。 

１２ 現場代理人や主任技術者の兼務件数について、よく理解したうえで兼務の選任をするように。 


